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Ⅰ．は じ め に

　健康日本２１では、栄養・食生活分野の目標として、
最終目標達成のために「栄養状態」をより良くするた
めの「適正な栄養素（食物）摂取」、適正な栄養素

（食物）摂取のための「行動変容」、及び個人の行動変
容を支援するための「環境づくり」の三ステップを達
成のための主な段階として設定している1)。こうした
目的を達成するための具体的な方法として、食物情報
や健康情報へのアクセスといった食環境面での整備が
有効とされており、職域のキャフェテリアや外食産業
への介入（ヘルシーメニューの提供など）などについ
ての大規模な介入研究では、効果がみられるという報
告がある1)。
　このような中、平成１５年に施行された健康増進法で
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は、特定給食施設等を特定の利用者が繰り返し食事を
行なう施設として定義し、利用者の健康状態等に配慮
し、健康の維持・増進を希求した給食を提供および管
理する施設であることの意味合いを強くしている2)。
　そこで、今回、特に健康づくり実施へのアプローチ
が難しい若年層の利用が多い事業所、寄宿舎に設置さ
れた特定給食施設等に対し、給食を健康づくり推進の
ための社会資源の一つとして活用できるよう支援を行
う目的で、松本保健所管内の給食施設の栄養管理及び
健康教育の実態について把握し、従事者や設備の充実
に影響すると思われる施設規模別及び管理栄養士ある
いは栄養士の配置の有無別にも検討をしたので報告す
る。

Ⅱ．方　　　法

A　調査対象

　松本保健所に届出のある管内の特定給食施設等のう
ち、事業所あるいは寄宿舎等の給食施設運営者３７施設
を対象とした。
B　調査の実施方法

　調査は、郵送法により、アンケート方式で行った。
調査時期は、平成１８年１２月から平成１９年３月の４か月
間である。なお、未回答項目や後に必要となった追加
項目については、平成１９年度に対象全施設の給食施設
指導実施時に、直接聞き取り調査を行い、検討に用い
た。
C　調査内容

　参考資料１に調査用紙を示した。調査したアンケー
トの項目は、施設規模（特定給食施設、準特定給食施
設）、栄養士の配置の有無、従業員（寄宿舎入所者）
の健康に関する情報の把握状況の有無、健康増進を考
慮した食事提供の有無、健康情報の提供の有無、食事
バランスガイドの活用の有無、及び健康増進法第２１条
についての認知状況の１１項目である。
　また、追加項目として、給食施設利用者の健康増進
のための給食提供方法、給食の効果の評価方法、健康
情報（栄養情報）の提供方法の項目も調査した。
D　解析方法

　検討にあたって、調査した３７の給食施設を、施設の
規模により健康増進法で規定する特定給食施設（１回
１００食以上又は１日２５０食以上の特定かつ多数のものに
対して継続的に食事を提供する施設。）と、長野県条
例で規定する準特定給食施設（１回５０食以上１００食未
満又は１日１００以上２５０食未満の特定かつ多数のものに

対して継続的に食事を提供する施設。）の２群に分け
比較を行った。また、施設の規模にかかわらず、給食
施設を管理栄養士あるいは栄養士の有無により２群に
分け比較を行った。なお、統計的有意性の検討には
Fisherの直接法を用いた。

Ⅲ．結　　　果

　今回、調査対象とした３７給食施設全てから回答が得
られた。表１に今回対象とした給食施設の種類別の状
況を示した。事業所等に付随する給食施設が３４施設
（９１．９%）で、寄宿舎の給食施設は３施設であった。
特定給食施設は、２５施設（６７．６%）、準特定給食施設
は１２施設（３２．４%）であった。運営状況をみると、直
営で運営されているのは特定給食施設、準特定給食施
設それぞれ１施設であり、他の給食施設は全て委託運
営されていた。
　表２に示したように、管理栄養士もしくは栄養士が
配置されている給食施設は、全体では３１施設
（８３．８%）であった。施設規模別には、特定給食施設
は９２．０％、準特定給食施設は６６．７％であり、両者間に
有意な差はみられなかった。
　給食施設利用者の健康に関する情報を把握している
施設は、全体で４５．９％であった。施設規模で比較する
と、特定給食施設では５２%と準特定給食施設に比べ
て割合は高かったが、統計学的な有意性はみられな
かった。
　利用者の健康増進のための給食提供の状況について
みると、給食施設利用者の健康増進のための給食提供
をしていると答えた施設は全体の９１．９％であった。そ
の内容をみると、味や季節感など心の満足感を得る食
事の提供と答えた施設が９４．１％と多かったものの、利
用者の身体状況に基づいた栄養量を満たす食事の提供
をしている施設は１４．７％にとどまっていた。その他の
取り組みとして減塩食やヘルシー弁当の提供を行って
いる施設がみられた。特定給食施設と準特定給食施設
の間で、統計学的に有意な差はみられなかった。

表１　解析対象とした施設の種類と運営状況

規模別内訳施設数施設種類
２４

（うち直営１）特定給食施設
３４事業所等 １０

（うち直営１）準特定給食施設

１特定給食施設３寄宿舎 ２準特定給食施設
２５特定給食施設３７合計 １２準特定給食施設
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　給食献立を作成するにあたり、利用者の性、年齢、
栄養状態に基づき給与栄養の目標の設定を行っている
施設は、全体の５１．４%であった。施設規模別にみる
と特定給食施設では６４．０％であり、準特定給食施設の
２５．０％に比べ有意に高いという結果であった
（p<０．０５）。
　提供した給食の効果の把握をしている施設は全体の
５９．５％であった。特定給食施設及び準特定給食施設間
で有意な差はみられなかった。その効果の評価方法を
みると、残食調査が７２．７％であり、嗜好調査は５０．０％
であった。他にはアンケートの設置などがみられた。
特定給食施設及び準特定給食施設間で有意な差はみら
れなかった。
　利用者に対して健康情報（栄養情報）の提供をして
いる施設は、全体の８９．２％であった。特定給食施設及

び準特定給食施設の間で、有意な差はみられなかった。
なお健康情報提供の主なものは、献立表の掲示が
９３．９%と多く、次いで栄養成分表示が６３．６％であっ
た。また喫食者に対する健康や栄養に関する情報提供
としてポスター等の掲示は５１．５％、卓上メモ等は
２１．２%であった。
　給食施設の場で健康教育（栄養教育）を実施してい
る施設は、全体の２９．７％にとどまっており、その内訳
は特定給食施設が４４．０％で、準特定給食施設での実施
施設はなかった（p<０．０１）。特定給食施設での健康教
育の提供方法は、健康メニューの設置が７２．７%であ
り、その他に食生活相談、キャンペーンなどを行って
いる施設もみられた。
　給食施設等での食事バランスガイドの利用状況につ
いてみると、利用している施設は全体の１３．５％にとど

表２　施設の規模（食数）別にみた栄養管理、健康教育実施状況　　（％　カッコ内実数）

p value準特定施設特定施設全体

０．０７３６６．７
（８）

９２．０
（２３）

８３．８
（３１）管理栄養士または栄養士の配置あり

０．３１９３３．３
（４）

５２．０
（１３）

４５．９
（１７）利用者の健康状態の把握をしている

１．０００９１．７
（１１）

９２．０
（２３）

９１．９
（３４）利用者の健康増進のための給食提供をしている

０．０３８２５．０
（３）

６４．０
（１６）

５１．４
（１９）利用者に対応した給与栄養目標量の設定している

０．７２４６６．７
（８）

５６．０
（１４）

５９．５
（２２）提供した給食について効果の把握をしている

１．０００９１．７
（１１）

８８．０
（２２）

８９．２
（３３）利用者へ健康（栄養）情報の提供をしている

０．００７０．０
（０）

４４．０
（１１）

２９．７
（１１）給食施設で健康（栄養）教育を実施している

１．０００１６．７
（２）

１２．０
（３）

１３．５
（５）給食施設等で食事バランスガイドを利用している

０．０３０６６．７
（８）

９６．０
（２４）

８６．５
（３２）利用者に対して嗜好調査の実施ができる

０．６９６６６．７
（８）

７６．０
（１９）

７３．０
（２７）健康増進法第２１条の内容を知っている

表３　管理栄養士（栄養士）の配置の有無別にみた栄養管理、健康教育実施状況　　（％　カッコ内実数）

p value配置無し配置有り全体

１．０００５０．０
（３）

４５．２
（１４）

４５．９
（１７）利用者の健康状態の把握をしている

１．０００１００．０
（６）

９０．３
（２８）

９１．９
（３４）利用者の健康増進のための給食提供をしている

０．０９０１６．７
（１）

５８．１
（１８）

５１．４
（１９）利用者に対応した給与栄養目標量の設定している

１．０００６６．７
（４）

５８．１
（１８）

５９．５
（２２）提供した給食について効果の把握をしている

１．０００１００．０
（６）

８７．１
（２７）

８９．２
（３３）利用者へ健康（栄養）情報の提供をしている

１．０００３３．３
（２）

２９．０
（９）

２９．７
（１１）給食施設で健康（栄養）教育を実施している

１．０００１６．７
（１）

１２．９
（４）

１３．５
（ ５）給食施設等で食事バランスガイドを利用している

０．０２２５０．０
（３）

９３．５
（２９）

８６．５
（３２）利用者に対して嗜好調査の実施ができる

１．０００８３．３
（５）

７１．０
（２２）

７３．０
（２７）健康増進法第２１条の内容を知っている
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まっていた。特定給食施設及び準特定給食施設とも同
程度であった。
　利用者に対して嗜好調査ができると答えた施設は、
特定給食施設では９６．０％と高率であったが、準特定給
食施設では６６．７％と有意に低率であった（p<０．０５）。
　健康増進法第２１条において特定給食施設における栄
養管理について定められていて内容を知っていると答
えた施設は全体の７３．０％であり、施設の規模別に差は
みられなかった。
　表３に管理栄養士または栄養士が配置されている給
食施設と配置されていない給食施設での比較を示した。
利用者に対して嗜好調査ができるかどうかの項目で、
管理栄養士または栄養士が配置されている施設では
９３．６%で、配置されていない給食施設に比べて有意
に高いという結果であった（p<０．０５）。他の８項目は、
二つの施設間で統計学的に有意な差はみられなかった。

Ⅳ．考　　　察

　これまで特定給食施設における栄養管理のシステム
等が具体的に示されてきている3)が、栄養管理及び健
康教育の実施について施設規模別及び管理栄養士等の
配置の有無などの環境により評価した研究は国内では
医学中央雑誌による文献検索でも見当たらなかった。
　今回の調査は、保健所が行う給食施設指導業務に合
わせて行ったものである。そのため対象とした全ての
給食施設から回答が得られており、また施設指導とい
う行政的な施策に伴って調査する場合には、調査結果
がやや良い方向に偏る危険性が多い。今回の調査は優
劣を決めるものではなく当該施設における栄養管理向
上に資する指導助言の資料に使用するための実態把握
である旨を依頼時に明記し口頭でも伝えたのであるが、
全体の結果は実態よりも良い結果として出ている可能
性は否定できない。しかし、今回の調査では記述式ア
ンケートで得られた回答をその後給食施設指導で施設
に出向いたときに実際に確認をしていることから偏り
は大きくないものと考えられる。また、今回比較した
施設規模（特定給食施設、準特定給食施設）及び管理
栄養士または栄養士の設置の有無によって、偏りの度
合いが異なっている可能性は少ないと考えている。
　地域住民を対象に健康づくりを行うとき、対象とし
て把握することが難しいのは若者層である。こうした
困難さを克服する方法の一つの手段として、厚生労働
省は平成２０年度から特定健診・特定保健指導を政策と
して開始した4)。この政策の目的を事業所で達成する

手段の一つとして、企業内の給食施設を活用すること
は十分に考えられる。また、地域住民として把握する
ことが困難な大学生のように、寄宿舎生活を送ってい
る対象者を、効率的に把握するためにも、給食施設の
活用は有用である。今回は、若者の健康づくりを効率
的に行う場としての、給食施設の栄養管理と健康教育
の実態について検討を行った。
　健康増進法の中で特定給食施設は、利用者の健康状
態等に配慮し、健康の維持・増進を希求する給食の提
供及び管理する施設として、遵守すべき栄養管理基準
の規定が設けられている2)。今回の結果をみると、調
査した給食施設ではこの理念がまだ十分に理解されて
いないことがうかがわれる結果であった。特に施設の
場での健康教育（栄養教育）の実施率や、食生活の指
標として策定されている食事バランスガイドの利用率
が全体に低いこと、また健康増進のための給食提供に
努めてはいるが内訳は心の満足感を満たすことが主で
あること、健康情報の提供に努めてはいるが内容は献
立表の掲示が主であるなど健康増進法の目指すところ
の取り組みがまだ少ない現状であり、給食施設に対し
て具体的な取り組みについて研修会等で啓発すること
が必要であると痛感した。
　今回の結果では、特定給食施設に比べ、施設の規模
が小さい準特定給食施設で、いくつかの項目で栄養管
理、健康教育に差があるという結果であった。今回の
結果は、今後給食施設を地域の若者の健康づくりの場
として活用するためには、給食施設に対するレベル
アップのための研修を、準特定給食施設に厚くする必
要性が高いことを示唆した結果であると考える。更に、
栄養士が設置されている給食施設かどうかによる結果
の差は大きくなかったので、給食施設の運営者を対象
に研修を行うことも重要であると考える。
　また、利用者の集団の嗜好の特性を分析し給食の品
質管理のために実施する嗜好調査については栄養士の
配置の有無により差がみられた。これは、今後栄養士
未設置施設を対象に、保健所栄養指導員等により具体
的な支援を行うことが必要であることを示している結
果と思われる。
　今回の調査対象施設はほとんどが業者委託をしてい
たが委託業者の運営方針により栄養士業務の内容や各
給食現場での取り組みにも反映していることも考えら
れた。広域的な運営展開している業者も多く、運営業
者に対する研修等を並行して行うことも各施設におけ
る取り組みの支援に必要であると考える。
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　今後、健康増進法の趣旨に沿った支援を給食施設に
対して行なうためには、栄養管理の水準の向上を妨げ
る可能性のある要因を検討し、より効果的な給食運営
が実施できるための研修会などの支援、及び給食施設
への個別支援などが必要であると考える。
　給食は利用者の健康状態、栄養状態の維持、改善を
支援し、同時に提供した食事は教育媒体としての価値
を持ち、給食施設は望ましい食事の体験の場、正しい
栄養情報提供の場でもある5)。しかし、社員食堂の設
置率の高い大規模事業所でも従業員の健康づくり支援
施設として具体的に活用する割合が低いという報告も
ある6)。事業所の給食施設を活用した具体的な健康づ
くりの取り組みとしては、産業医と事業所給食施設管
理栄養士との連携によるヘルシーメニュー、効能メ
ニューへの取り組みや7)、特定保健指導の継続支援を
見据えた食堂環境の整備への取り組み8)など、忙しい
働き盛りの世代に負担をかけない事業所ぐるみでの健
康づくりを支援する取り組みも報告されている。「食
事バランスガイド」による料理への表示は、カフェテ
リア形式の料理の選択時の参考の基準としても活用で
きる9)など工夫次第で利用の幅が広がるものと考える。
また、健康情報（栄養情報）の提供のための卓上メモ
は、業務の妨げにならない休憩（食事）時間を活用す
る集団全体に対する積極的な取り組み（population 
strategy）として有効という報告もある10)。
　このことから給食施設を設置している企業側にも従
業員の健康づくりという観点からの意識啓発を図り、

委託業者や栄養士と連携して職域保健活動に給食施設
を活用するなどの具体的な取り組みを提案する、施設
で活用できそうな卓上メモを共同で作成するなどの具
体的な支援や、ポスターリーフレット等、対象とする
施設や対象集団の特性に合わせた健康づくりの方法を
支援することで、給食施設を健康づくりの場として有
効活用できるものと考える。

Ⅴ．ま　と　め

　今回の検討から、給食施設は、地域の健康づくりを
行う場として活用できることが示唆された。しかしな
がら、施設規模などによって栄養管理、健康教育の実
態が異なることも明らかになった。
　今後、従業員に対する栄養管理、健康教育の場とし
て活用するためには保健所の栄養指導員が中心となり、
まず特定給食施設の役割を自覚して給食運営を実施で
きるような、研修会などの集団的な介入による啓発と
施設の実態に即した具体的な個別支援が必要であると
考える。
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